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１ 施設の設置目的 

   富津市立図書館（以下「図書館」という。）は、生涯学習の拠点施設として、図

書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、

その教養、調査研究、レクリエーション等に資するための施設とします。 

 

２ 施設の概要 

名称 富津市立図書館 

所在地 富津市青木一丁目５番地１ 

建物概要 

イオンモール富津（鉄筋コンクリート造 地上３階建） 

※ 図書館は３階に設置 

延床面積：約 1,474.4 ㎡／約 446 坪 

施設概要 

一般コーナー、児童コーナー、YA コーナー、新聞・雑誌コー

ナー、閲覧スペース、読書・学習スペース、郷土エリア、企

画・展示エリア、事務スペース、閉架書庫スペース、作業ス

ペース、受付カウンターほか、（別添平面図参照のこと） 

システム概要 
電子図書、バーコード型 IC タグ、自動貸出機、自動返却機、

予約棚、セキュリティゲート、フリーWi-Fi、タブレット端末 

開館時間及び

休館日等 
別紙仕様書を参照してください。 

 

３ 指定期間 

   令和５年４月１日から令和 10 年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 法令等の遵守 

   図書館の管理運営を行うに当たっては、別紙仕様書に定める関係法令等を遵守

すること。 

 

５ 指定管理者が行う業務 

(１) 施設の運営業務 

   ア 人員の配置に関すること 
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   イ 図書管理システムの運用に関すること 

   ウ 庶務業務に関すること 

   エ 奉仕業務に関すること 

   オ 蔵書管理に関すること 

   カ 諸収入の収納に関すること    

キ 施設利用者の満足度調査の実施について 

   ク 施設の利用状況等の報告書作成業務 

   ケ 業務改善の実施に関すること 

   コ 関係機関との連絡調整等 

   サ その他市が必要と認める業務 

 (２) 施設及び設備の維持管理業務 

   ア 施設の開閉 

   イ 清掃業務 

   ウ 施設・設備点検 

   エ 秩序保持、安全業務 

   オ 施設の維持補修業務 

   カ 消耗品の管理 

キ イオンモール富津との連携に関わる業務 

   ク 各種定期点検立会い等 

   ケ その他市が必要と認める業務 

 (３) 自主事業 

 (４) 業務の第三者への委託 

 

６ 運営経費に関する事項 

   指定管理業務実施に関わる経費として、仕様書別表１に記載の指定管理料を支払

います。 

 (１) 指定管理料 

指定管理料には次の経費が含まれます。 

   ア 人件費（給与、旅費等） 

   イ 管理費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、

保険料、委託料、賃借料等） 

   ウ 自主事業費 

エ 図書館資料購入費 

 (２) 指定管理料の上限額 

    指定管理料は、次の額を指定期間中の各年度の上限として、収支計画書にお
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いて提示のあった金額に基づき協議し、協定書に定められた金額を年度ごとに

支払います。 

    指定管理料の上限額は、次のとおりです。 

期   間 上限額（消費税及び地方消費税を含む） 

令和５年度から令和９年度まで 年額 81,900 千円 

    上記の金額は、消費税を 10％として積算しております。収支計画書における

各年度の積算額についても消費税を 10％として作成してください。 

応募にあたっては、上限額以内の額で指定管理料を提示してください。 

なお、上限額を上回る応募は失格となります。 

(３) 指定管理料の支払い 

    会計年度ごとに、その指定管理料を仕様書に定める方法により支払います。 

(４) 口座管理 

    指定管理者は、経理を行うにあたり、指定管理に係る独立した会計帳簿書類

及び管理口座等を設けてください。 

 (５) 指定管理料の精算 

    指定管理料については、基本的に過不足による精算は行いません（修繕料及

び図書館資料購入費を除く）。ただし、天災、不可抗力など指定管理者の責によ

らない事由により指定管理業務の増減があった場合は、個別に協議を行うこと

とします。 

    なお、指定管理者による管理水準が、募集要項等の水準に満たなかった場合

には、指定管理料の返還を求めることがあります。 

 

７ 応募資格に関する事項 

 (１) 応募資格 

ア 指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体（以下

「団体」という。）又は複数の団体で構成する共同事業体とします。 

イ 共同事業体で応募する場合、次の事項をすべて満たす必要があります。 

 (ア) 単独で応募した団体は、共同事業体の構成員になることはできません。 

 (イ) 複数の共同事業体の構成員になることはできません。 

ウ 令和 4 年 4 月 1 日時点で、指定管理者として公立図書館の管理運営の実績を

2 年以上有する団体又は共同事業体とします。なお、共同事業体においては、

少なくとも、主たる団体が実績を有している必要があります。 

 (２) 欠格事項 

団体が次のいずれかに該当するときは、応募できません。なお、以下の事項
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を確認するため、該当するか否かについて関係機関に照会を行う場合がありま

す。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当す

る者 

イ 富津市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を、応

募時点で受けている者 

ウ 国税又は地方税（千葉県税又は富津市税）を滞納している者 

エ 会社更生法、民事再生法等に基づき更生・再生手続きをしている者 

オ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり又は受けることが無くなった

日から２年を経過しない者が、団体の役員をしている者 

カ 富津市暴力団排除条例第２条に該当する者又は暴力団の利益となる活動を

行う団体若しくはその構成員が、団体の役員をしている者 

 

８ 実施スケジュール 

 ※各日程は、事務及び応募状況により変更する場合があります。 

 

９ 募集及び申請書類等に関する事項 

(１) 募集要項等の配布 

ア 配布期間 令和４年７月 11 日(月)から令和４年９月９日(金)まで 

イ 配布場所 富津市ホームページに掲載しますので、下記ＵＲＬからダウンロ

ードしてください。 

内容 日程 

募集要項等の配布 令和４年７月 11 日(月)～９月９日(金) 

質問票受付(メールのみ) 
令和４年８月１日(月)～８月５日(金)午後５時 

(必着) 

質問に対する回答 令和４年８月 19 日(金) 

申請書類受付 
令和４年９月５日(月)～９月９日(金) 

午前８時 30 分～午後５時(必着) 

プレゼンテーション 令和４年９月下旬 

候補者の決定・審査結果通知 令和４年 10 月上旬  

議会の議決 令和４年 12 月中旬 

基本協定の締結 令和４年 12 月中旬 

年度協定の締結、業務の開始 令和５年４月１日 
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         ［ＵＲＬ］：https://www.city.futtsu.lg.jp/0000007181.html 

(２) 質問の受付及び回答 

募集要項や仕様書等に関する質問は次のとおり受け付けます。 

ア 受付期間 令和４年８月１日(月)から令和４年８月５日(金)午後 5 時(必

着)まで 

イ 提出方法 質問がある場合、質問票【様式第５号】を電子メールにて、富

津市教育部生涯学習課へ送付してください。 

   ウ 質問に対する回答方法 

     質問に対する回答は、令和４年８月 19 日(金)に、富津市ホームページで公

表します。 

(３) 申請書類 

ア 指定管理者指定申請書（富津市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する条例施行規則（平成 17 年富津市規則第 31 号）別記第１号様式 

イ 事業計画書【様式第１号】 令和５年度から令和９年度までの事業計画に

ついて提案してください。 

ウ 収支計画書【様式第２号】 令和５年度から令和９年度までの収支計画に

ついて提案してください。 

エ 組織及び活動状況を記載した書類 

(ア) 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類 

(イ) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書及び印鑑証明書（申請日

前３か月以内のもの） 

(ウ) 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明するもの。 

 (エ) 団体の役員名及び組織に関する事項を記載した書類 

(オ) 申請の日に属する事業年度の前事業年度における事業報告書、その他

団体の業務の内容を明らかにする書類 

(カ) 国税及び地方税の納税証明書（公募開始以降に交付されたもの）又は

納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書 

・法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（税務署発行） 

・千葉県税の完納証明書（千葉県内に本店又は営業所等を有する場合のみ。 

県税事務所発行） 

・富津市税の納税証明書（富津市内に本店又は営業所等を有する場合の

み。富津市発行） 

オ 財務の状況を記載した書類 直近３か年における貸借対照表、損益計算書、

収支決算書その他団体の財務状況を明らかにする書類 

カ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類 

キ 宣誓書【様式第３号】 

https://www.city.futtsu.lg.jp/0000006558.html
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ク 共同事業体による応募に当たっては、構成員となる全ての団体の上記関係書

類に加え次の書類も提出してください。 

(ア) 共同事業体構成団体業務分担表【様式第４号】 

(イ) 共同事業体協定書等 

ケ 提出部数 

    正本１部、副本 10 部（副本は複写可。ファイルに綴じて提出下さい。） 

コ 提出期間及び提出方法 

(ア) 提出期間 令和４年９月５日(月)から令和４年９月９日(金)までの午

前８時 30 分から午後 5 時までとします。 

(イ) 提出方法 富津市教育部生涯学習課まで直接持参（土日・祝日を除く）

又は郵送してください。ただし、郵送する場合は、一般書留又

は簡易書留のいずれかにより、提出期間内必着とします。 

(４) 留意事項 

   ア 募集要項の承諾 

     応募者は、申請書類の提出をもって、本募集要項の記載内容を承諾したも

のとみなします。 

   イ 接触の禁止 

     選定委員会の委員に対して、本件応募について直接・間接を問わず、接触

を禁じます。接触の事実が認められた場合には失格になることがあります。 

   ウ 応募の辞退 

     応募受付後に辞退する場合は、その旨を書面により提出してください。 

   エ 提案内容の変更 

     市から提出書類の追加等を指示する場合除き、一旦提出された書類は、内

容を変更することはできません。 

   オ 重複提案の禁止 

    一応募団体につき、提案できる事業計画は１組とします。 

   カ 虚偽記載の取扱い 

     応募内容に虚偽記載があった場合は、失格とします。 

   キ 応募後、共同事業体の代表団体及び構成員の変更はできません。 

   ク 申請書類の取扱い 

    (ア) 市に提出された書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

    (イ) 申請書類は、情報公開請求により富津市情報公開条例に基づき開示す

ることがあります。 

    (ウ) 応募者から提出された書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、

市が必要と認めた場合は、指定管理者の候補者として選定された者の申

請書類の一部又は全部を無償で使用できるものとします。 
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    (エ) 応募内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本

国の法令で保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持

管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとします。 

    (オ) 審査の過程において、追加で書類の提出を求める場合があります。 

   ケ 費用負担 

     応募に必要となる費用は、全て応募者の負担になります。 

 

 

10 選定の方法及び基準に関する事項 

(１) 選定の方法 

ア 富津市指定管理者候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）におい

て、下記の選定基準に照らし総合的に審査し、指定管理者の候補者の選定を行

います。 

イ 選定において、応募者である団体の代表者又は代理の方によるプレゼンテー

ション、それに対する質疑を実施します。 

なお、プレゼンテーションの日程等については、別途連絡します。 

(２) 選定基準 

選定基準（条例規定事項） 審査（評価） 基準 配点 

１ 事業計画に基づく管理により、

指定施設の利用に関し、利用者の

平等な利用の確保が図られるも

のであること（指定手続等に関す

る条例第４条第１項第１号） 

(1)管理運営の基本方針について 

・提案された管理運営の基本方針が施設の

設置目的に合致しているか 

10 

(2)利用者の平等な利用の確保について 

・応募団体の管理運営の基本方針は、利用

の平等性の観点から適切か 

・多様な利用者が施設を利用することにつ

いて、十分な配慮がなされているか 

10 

２ 事業計画の内容が、指定施設の

設置目的に照らし、当該施設の効

用を最大限に発揮し、適切かつ効

率的な管理が図られるものであ

ること（指定手続等に関する条例

第４条第１項第２号） 

(1)施設の効用を最大限に発揮することに

ついて 

・事業計画の内容が、具体的、現実的であ

り、かつ創意工夫や積極性が見られるか 

・施設の利用を促進させる具体的な方策

（宣伝・広報等）がとられているか 

・事業計画の内容が、施設の設置目的と適

合しているか 

20 
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(2)利用者に対するサービスの向上につい

て 

・自主事業の内容が、利用者にとって魅力

的なものとなっているか 

・管理運営全般について、定期的に評価し、

改善に結びつける方策がとられている

か 

・利用者への応接等の職員研修や図書館ボ

ランティア育成のための研修は計画し

ているのか 

・利用者の要望・意見・苦情を把握し、改

善に結びつける方策がとられているか 

・その他魅力的な提案があるか 

35 

(3)適切かつ効率的な管理運営について 

・施設の効率的運営、効率化への取組がな

されているか 

・経費の縮減の創意工夫が見られるか 

・現実的な経費見積りがなされているか 

・施設管理の安全性への配慮がなされてい

るか 

・緊急時対策（防災、防犯等）はとられて

いるか 

・個人情報保護、情報セキュリティに対す

る措置は適切か 

35 
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３ 申請団体が指定施設の管理を

的確に遂行するに足りる人的構

成及び財産的基礎を有するもの

であること（指定手続等に関する

条例第４条第１項第３号） 

(1) 人的体制について 

・市の提示した役職及び司書資格保有者等

の配置並びに十分な人数の配置はなさ

れているか 

・職員の意欲を高め、主体的に参画するた

めの取組はあるか  

・安定的に人材を確保するための方策は講

じられているか 

20 

(2) 財産的基礎について 

・収入、支出の積算と管理計画の整合性は

あるか 

・団体の安全性、継続性はどうか 

・収支計画の実現可能性はどうか 

20 

４ その他市長等が必要と認める

事項を満たしていること（指定手

続等に関する条例第４条第１項

第４号） 

・公立図書館の管理運営実績はどうか（年

数、施設数など） 

・図書館事業又は読書振興に関する事業に

ついて優れた取組実績はあるか 

・地域やボランティア、関係機関と連携し、

地域活性化など、地域貢献が期待できる

か 

・富津市の生涯学習の発展と向上への寄与

について具体的な提案があり、効果的な

ものであるか 

20 

合計点数 170 

※委員の平均点が最低基準点 102 点以上、かつ最高点の者を指定管理者候補者とし

ます。（小数点第 2 位以下四捨五入） 

11 審査結果 

候補者の選定は、令和４年 10 月上旬を予定しております。また、選定結果につ

いては、プレゼンテーション参加者全員に文書で通知するとともに、市ホームペー

ジにて公表します。 

 

12 指定管理者の決定及び協定に関する事項 

(１) 指定管理者の決定 
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指定管理者の候補者は、富津市議会の議決を経て、指定管理者として指定しま

す。 

(２) 協定の締結 

指定管理者の指定を受けた団体は、指定期間の開始前までに市と指定管理に関

する協定書を締結してください。 

協定については、指定期間全体を対象とする事項は基本協定で定め、年度ごと

に変動する事項は年度協定で定めるものとします。 

  協定の主な内容は、次のとおりです。 

 ア 業務の範囲に関する事項 

 イ 事業計画書に関する事項 

 ウ 事業報告に関する事項 

 エ 指定管理の管理に要する費用に関する事項 

 オ 指定の取消し及び管理の業務停止に関する事項 

 カ 指定期間満了後の取扱いに関する事項 

 キ 指定施設の管理における個人情報の保護及び情報の公開に関する事項 

 ク その他市が必要と認める事項 

 

13 その他 

 (１) 準備・引継ぎ業務等 

    図書館の指定管理者として指定を受けた団体は、施設の管理運営を円滑に開

始するため、管理運営を開始するまでに十分な準備を行うものとします。 

開館準備を行うにあたっては、議会の議決を経て指定管理者として指定された

のち、別途準備業務の契約を締結することとします。 

また、指定の終了に際しては、新たに指定を受けた指定管理者に対し、円滑に

業務の引継ぎを行うものとします。その引継ぎに要する経費については、新たに

指定を受けた指定管理者の負担とします。 

 (２) 業務の継続が困難になった場合における措置 

   ア 指定管理者の責に帰すべき事由により、事務の継続が困難になった場合は、

市は、指定の取消しをすることがあります。その場合、市に生じた損害は指

定管理者が賠償するものとします。 

   イ 不可抗力その他市及び指定管理者双方の責に帰すことができない事由によ

り、業務の継続が困難となった場合には、双方協議のうえ、指定の取消しを

行うものとします。 

   ウ 指定管理者が指定の取消しを受けた場合には、次期指定管理者が円滑かつ

支障なく、施設の管理運営業務を遂行できるよう引継ぎを行うものとします。 
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 (３) 管理業務の水準が低下した場合の措置 

    定期的に実施調査等を行い、指定管理者の業務が仕様書に規定した内容や水

準を満たしていないと判断した場合、是正や改善等必要な指示を行い、指示に

従わないときその他管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指

定の取り消し又は期間を定めて管理の業務の停止を命ずることがあります。 

 (４) リスク分担 

指定管理者と市のリスク分担については、仕様書リスク分担表のとおりとし

ます。 

なお、リスク分担表に定める事項に疑義がある場合、又は同表に定める事項

以外の不測の事態が生じた場合は、市と指定管理者が協議の上、定めるものと

します。 

(５) 損害賠償 

    指定管理者は、本業務の実施について、自己の責に帰すべき理由により第三

者等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。     

    よって、必要に応じ自らのリスクに関して、適切な範囲で保険等に加入して

ください。 

 

14 問い合わせ 

   富津市教育委員会教育部生涯学習課 

     〒２９３－８５０６ 富津市下飯野２４４３番地 

     電話 ０４３９－８０－１３４５ 

     E-Mail mb036＠city.futtsu.chiba.jp 


